
税務総合戦略室 の各専門家が一丸となってオーナー社長から税金のストレスを解放します®

風
間 

光
裕

エ
ヌ
エ
ム
シ
イ
税
理
士
法
人
税
務
総
合
戦
略
室

室
長

〈
経
歴
〉

国
税
局
課
税
第
二
部

総
務
部
人
事
第
一課

調
査
査
察
部

1
9
6
5
年
生
ま
れ　

法
人
税
調
査
と
税

務
職
員
の
評
定・指
導・監
督
業
務
を
行
う
。

税
務
組
織
の
中
枢
を
経
験
し
、税
務
署
職
員

の
調
査
手
法
や
思
考
回
路
を
熟
知
し
て
お
り

税
務
調
査
対
策
に
力
を
発
揮
す
る
。

元
国
税
調
査
官・税
理
士

小
水 

崇

エ
ヌ
エ
ム
シ
イ
税
理
士
法
人
税
務
総
合
戦
略
室

次
長

〈
経
歴
〉

国
税
庁
長
官
官
房

国
税
局
調
査
第
二
部
調
査
部
門

国
税
局
調
査
第
一部
調
査
審
理
課

1
9
7
9
年
生
ま
れ　

国
税
局
調
査
部
の

調
査
審
理
課
に
お
い
て
数
多
く
の
調
査
内
容

の
質
疑
、課
税
要
件
の
確
認
、申
告
書
審
理
及

び
更
正
の
理
由
書
の
文
書
審
査
を
担
当
し

た
。 元

国
税
調
査
官

吉
田 

雅
相

エ
ヌ
エ
ム
シ
イ
税
理
士
法
人
税
務
総
合
戦
略
室

〈
経
歴
〉

国
税
局
調
査
第
一部
国
際
情
報
課

国
際
税
務
専
門
官

総
務
部
人
事
第
一課

1
9
4
9
年
生
ま
れ　

移
転
価
格
税
制
や

タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
に
関
す
る
コ
ン
サ
ル

テ
ィ
ン
グ
を
得
意
と
す
る
。

●
著
書　
「
非
居
住
者
税
制
と
源
泉
徴
収
質

疑
応
答
集
」 （
共
著
）　

法
令
出
版

元
国
税
調
査
官・税
理
士

黒
崎 

俊
夫

エ
ヌ
エ
ム
シ
イ
税
理
士
法
人
税
務
総
合
戦
略
室

〈
経
歴
〉

国
税
局
管
内
税
務
署

資
産
課
税
部
門
に
28
年
間
勤
務

1
9
5
9
年
生
ま
れ　

資
産
課
税
部
門
職

員
と
し
て
、相
続
税
、贈
与
税
及
び
評
価
事
務

に
従
事
。不
動
産
鑑
定
に
よ
る
評
価
の
審
理

の
経
験
が
豊
富
。税
理
士
の
他
、不
動
産
鑑
定

士
、司
法
書
士
の
資
格
を
有
す
る
。

元
国
税
調
査
官・税
理
士

熊
田
原 

修
司

エ
ヌ
エ
ム
シ
イ
税
理
士
法
人 

税
務
総
合
戦
略
室

〈
経
歴
〉

国
税
局
査
察
部

課
税
第
一部
資
料
調
査
課

税
務
大
学
校
教
育
官

1
9
6
5
年
生
ま
れ　

国
税
局
に
お
い
て
大

口
脱
税
事
案
や
富
裕
層
の
相
続
税
調
査
事
案

に
従
事
。税
務
大
学
校
に
お
い
て
資
産
税
を

中
心
と
し
た
教
育
官
に
従
事
。

元
国
税
調
査
官・税
理
士

松
井 

孝
榮

エ
ヌ
エ
ム
シ
イ
税
理
士
法
人
税
務
総
合
戦
略
室

〈
経
歴
〉

国
税
局
調
査
第
二
部
特
別
調
査
部
門

調
査
第
二
部
主
査

調
査
第
三
部
主
査

1
9
5
1
年
生
ま
れ　

国
税
局
調
査
部
に

通
算
14
年
間
勤
務
。鉄
道
業
、海
運
業
、銀
行

業
、証
券
業
な
ど
、日
本
を
代
表
す
る
超
大
規

模
法
人
を
長
年
調
査
し
た
。

元
国
税
調
査
官・税
理
士

野
原 

渉

エ
ヌ
エ
ム
シ
イ
税
理
士
法
人
税
務
総
合
戦
略
室

〈
経
歴
〉

国
税
局
調
査
部
主
査

調
査
部
情
報
技
術
専
門
官

1
9
6
2
年
生
ま
れ　

国
税
局・税
務
署
に

お
い
て
、特
別
調
査
事
務
、大
規
模
法
人
に
お

け
る
電
子
情
報
の
解
析
等
調
査
事
務
に
従
事

し
た
経
験
を
持
つ
。

元
国
税
調
査
官・税
理
士

伊
藤 

徹
也

エ
ヌ
エ
ム
シ
イ
税
理
士
法
人
税
務
総
合
戦
略
室

〈
経
歴
〉

国
税
局
課
税
第
二
部
資
料
調
査
課

大
規
模
税
務
署　

特
別
調
査
情
報
官

1
9
6
4
年
生
ま
れ　

国
税
局・税
務
署
に

お
い
て
、大
口
不
正
事
案
調
査
や
複
数
の
税
務

署
に
ま
た
が
る
同
族
グ
ル
ー
プ
法
人
の
調
査

に
従
事
す
る
な
ど
、特
別
調
査
の
経
験
が
豊

富
。 元

国
税
調
査
官・税
理
士

大
柳 

和
二

エ
ヌ
エ
ム
シ
イ
税
理
士
法
人
税
務
総
合
戦
略
室

〈
経
歴
〉

国
税
局
総
務
部
税
務
相
談
室

調
査
部
総
括
主
査

国
税
不
服
審
判
所
審
査
官

1
9
5
4
年
生
ま
れ　

日
本
を
代
表
す
る

よ
う
な
大
企
業
を
調
査
す
る
特
別
国
税
調

査
官
部
門
に
て
、調
査
官
を
束
ね
る
総
括
主

査
を
担
当
。国
税
不
服
審
判
所・税
務
相
談

室
で
は
中
立
的
な
立
場
で
審
理・相
談
を
行
っ

て
き
た
。

元
国
税
調
査
官・税
理
士

出
戸
端 

隆
史

エ
ヌ
エ
ム
シ
イ
税
理
士
法
人
税
務
総
合
戦
略
室

〈
経
歴
〉

国
税
庁
課
税
部
資
産
税
課

国
税
局
課
税
第
一部
資
産
評
価
官
付

総
務
部
税
務
相
談
室

税
務
署
国
際
税
務
専
門
官（
資
産
税
担
当
）

1
9
5
2
年
生
ま
れ　

国
税
庁
に
お
い
て
、

相
続
税・贈
与
税
等
の
事
務
に
従
事
し
、国
税

局
で
は
、相
続
税
等
の
課
税
に
必
要
な
財
産

の
評
価
に
係
る
事
務
に
従
事
。

元
国
税
調
査
官・税
理
士

山
﨑 

政
男

エ
ヌ
エ
ム
シ
イ
税
理
士
法
人
税
務
総
合
戦
略
室

〈
経
歴
〉

国
税
不
服
審
判
所
国
税
審
判
官

税
務
大
学
校
研
修
所
長

税
務
署
長

1
9
4
9
年
生
ま
れ　

約
40
年
の
税
務
当

局
勤
務
の
間
、国
税
不
服
審
判
所
国
税
審
判

官
、税
務
署
長
を
歴
任
。課
税
庁
か
ら
独
立

し
た
立
場
で
、納
税
者
の
権
利
利
益
救
済
の

た
め
審
査
請
求
に
対
し
裁
決
を
行
っ
た
経
験

を
持
つ
。

元
税
務
署
長・税
理
士

立
石 

信
一
郎

エ
ヌ
エ
ム
シ
イ
税
理
士
法
人
税
務
総
合
戦
略
室

〈
経
歴
〉

国
税
不
服
審
判
所
部
長
審
判
官

税
務
大
学
校
研
究
部
教
授

国
税
局
調
査
第
一部
国
際
調
査
課
課
長
補
佐

1
9
5
4
年
生
ま
れ　

国
税
局
、国
税
庁
等

の
国
際
課
税
関
係
部
署
で
通
算
20
年
以
上

従
事
し
た
国
際
課
税
の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
。国

税
不
服
審
判
所
に
お
い
て
多
数
の
調
査・審
理

を
担
当
し
多
面
的
な
税
務
問
題
の
分
析・検

討
の
経
験
を
持
つ
。

元
国
税
調
査
官・税
理
士

中
島 

健
雄

エ
ヌ
エ
ム
シ
イ
税
理
士
法
人
税
務
総
合
戦
略
室

〈
経
歴
〉

国
税
局
査
察
部・調
査
部

経
済
企
画
庁
経
済
研
究
所

信
託
銀
行
国
際
業
務
部・内
部
監
査
部

1
9
5
5
年
生
ま
れ　

国
税
局
に
お
い
て
査

察
調
査
、大
規
模
法
人
調
査
な
ど
の
業
務
を

経
験
。大
手
信
託
銀
行
や
特
殊
法
人
で
国
際

業
務
や
内
部
監
査
業
務
に
従
事
す
る
。F
P

技
能
士
1
級
、証
券
ア
ナ
リ
ス
ト
、公
認
内
部

監
査
人
の
資
格
を
有
す
る
。

元
国
税
調
査
官・税
理
士

エヌエムシイ税理士法人
（税理士法人番号 第337号／東京税理士会第99号）  

お申し込み・お問い合わせ 03‐‐5354‐5222  平日9：00～18：00 
http://www.nmc-zeirishi.jp/　    　　　　　　　　　　　　　エヌエムシイ税理士法人 検索

エヌエムシイ税理士法人 
住　所：東京都中野区本町2-46 -1 中野坂上サンブライトツイン26F 
アクセス：東京メトロ 丸ノ内線または都営大江戸線「中野坂上駅」出口1より徒歩1分

「税金ストレスフリーパック」はオーナー社長の人生から税金のストレスを解放します。

など
中長期的視野でオーナー社長に安心をお約束いたします！！

グレーゾーン対策短期

長期

自社株対策

収入源と所得分散

ファミリー対策

退職計画

相続対策

老後資金対策

期間損益・個人的経費・税務調査

対策項目期間 対策内容

株価対策（評価増・減）・持株比率

組織再編（合併・分割）

家族への所得分散（プライベートカンパニー）

退職時期・金額・資金捻出

相続税軽減（株価・信託・贈与税等）

資金捻出・運用

会社経営における税金に関する悩みだけでなく、オーナー社長個人および、ご家族も含め、人生を通じた最適なオーダーメイドプランをご提案いたします。

「税金ストレスフリーパック」税務総合戦略室  ®
エヌエムシイ税理士法人 広　　告

戦略室セミナー 検索セミナー詳細・お申し込みはホームページをご覧ください。 http://www.nmc-zeirishi.jp/

拝
啓　

オ
ー
ナ
ー
社
長
様

　

日
本
企
業
の
９
割
以
上
が
中
小
企
業
で
あ
り
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
オ
ー
ナ

ー
企
業
で
す
。
日
本
経
済
は
そ
れ
ら
の
企
業
に
支
え
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て

も
過
言
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
ん
な
オ
ー
ナ
ー
社
長
は
多
大
な
個
人
責
任

を
抱
え
て
い
ま
す
。

　

中
小
企
業
の
オ
ー
ナ
ー
社
長
に
と
っ
て
は
、
「
会
社
の
財
布
も
個
人
の
財

布
も
同
じ
」
と
い
う
の
が
実
態
で
す
。
事
業
の
失
敗
は
人
生
破
綻
に
ま
で
繋

が
り
、
そ
れ
だ
け
の
重
責
を
担
い
な
が
ら
、
従
業
員
の
幸
せ
、
お
客
様
の
満

足
、
社
会
へ
の
貢
献
、
会
社
の
成
長
、
自
身
の
人
生
の
夢
の
実
現
と
様
々
な

目
標
を
背
負
っ
て
い
ま
す
。

　

多
く
の
中
小
企
業
は
期
間
損
益
に
関
す
る
税
務
を
顧
問
税
理
士
に
任
せ
て

安
心
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
そ
の
中
に
は
法
人
税
、
所
得

税
、
資
産
税
、
国
際
税
務
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
税
分
野
が
あ
り
、
各
分
野
の

専
門
家
が
見
れ
ば
、
中
長
期
的
に
大
き
な
リ
ス
ク
に
な
り
得
る
要
素
が
随
所

に
み
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
を
放
っ
て
お
く
と
毎
年
、
毎
年
積
み
重
な
っ
て
大
変

な
こ
と
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。
毎
期
の
決
算
と
並
行
し
て
各
税
目
の
専
門
家

の
対
策
提
案
を
実
践
し
て
い
く
こ
と
が
非
常
に
重
要
な
の
で
す
。
ま
た
会
社

の
税
金
対
策
が
で
き
て
い
て
も
、
社
長
個
人
の
節
税
対
策
が
で
き
て
い
な
い

よ
う
で
は
、
税
金
の
ス
ト
レ
ス
は
続
い
て
い
き
ま
す
。

　

本
当
の
意
味
で
税
金
ス
ト
レ
ス
か
ら
抜
け
出
す
に
は
、
会
社
の
税
金
・
個

人
の
税
金
・
ご
家
族
の
税
金
・
後
継
者
問
題
・
自
社
株
問
題
・
相
続
ま
で
、

社
長
及
び
ご
家
族
の
人
生
と
税
金
を
関
連
付
け
、
複
合
的
に
検
討
す
る
こ
と

が
必
要
な
の
で
す
。

　

オ
ー
ナ
ー
社
長
が
抱
え
る
数
え
き
れ
な
い
ス
ト
レ
ス
か
ら
、
せ
め
て
税
金

の
ス
ト
レ
ス
だ
け
は
フ
リ
ー
に
し
て
さ
し
あ
げ
た
い
の
で
す
。

　

そ
の
た
め
の
左
記
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
い
た
し
ま
す
。
是
非
と
も
ご
参
加
い

た
だ
き
、
私
ど
も
の
行
う
「
お
客
様
の
立
場
に
立
っ
た
合
法
的
な
タ
ッ
ク
ス

プ
ラ
ン
」
が
ご
参
考
に
な
れ
ば
幸
い
で
す
。

オ
ー
ナ
ー
社
長
の

「
税
金
ス
ト
レ
ス
か
ら
の
解
放
」
セ
ミ
ナ
ー

・
オ
ー
ナ
ー
社
長
と
家
族
の
人
生
と
税
金

・
対
症
療
法
的
な
節
税
対
策
だ
け
を
繰
り
返
し
た
結
果
が

　

招
く
落
と
し
穴

・
毎
期
の
決
算
に
は
表
れ
な
い
税
金
リ
ス
ク
の
正
体
と
は

・
顕
微
鏡
的
な
短
期
対
策
と
望
遠
鏡
的
な
中
長
期
対
策
の
必
要
性

・
実
例
を
基
に
し
た
税
金
ス
ト
レ
ス
か
ら
解
放
さ
れ
る
た
め
の

　

戦
略
的
税
金
対
策

・
オ
ー
ナ
ー
社
長
の
税
金
ス
ト
レ
ス
か
ら
の
解
放
と

　

ハ
ッ
ピ
ー
リ
タ
イ
ア
メ
ン
ト
の
実
現

無
料

１
月
24
日
（
火
）

※

日
程
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
て
随
時
更
新
し
て
お
り
ま
す
。

３
月
15
日
（
水
）

３
月
23
日
（
木
）

２
月
９
日
（
木
）

２
月
15
日
（
水
）

２
月
21
日
（
火
）

エ
ヌ
エ
ム
シ
イ
税
理
士
法
人　

セ
ミ
ナ
ー
室

東
京
都
中
野
区
本
町
２‐

46‐

１

　

中
野
坂
上
サ
ン
ブ
ラ
イ
ト
ツ
イ
ン
26
階

東
京
メ
ト
ロ 

丸
ノ
内
線
、
都
営
大
江
戸
線

「
中
野
坂
上
」
駅
出
口
１
よ
り
徒
歩
１
分

主
要
駅
か
ら
の
ア
ク
セ
ス
方
法

　

東
京
駅
／
東
京
メ
ト
ロ
丸
ノ
内
線
「
中
野
坂
上
」
駅
ま
で
所
要
時
間
25
分
程
度

　

新
宿
駅
／
東
京
メ
ト
ロ
丸
ノ
内
線
「
中
野
坂
上
」
駅
ま
で
所
要
時
間
５
分
程
度

13
時
30
分
〜
15
時
30
分
（
１
２
０
分
）

【
講
義
内
容
】

【
日
程
】

【
時
間
】

【
会
場
】

【
料
金
】

　
エ
ヌ
エ
ム
シ
イ
税
理
士
法
人　
『
税
務
総
合
戦
略
室
』

※

同
業
者
の
方
の
参
加
は
お
断
り
し
て
お
り
ま
す
。
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

※

席
に
限
り
が
ご
ざ
い
ま
す
の
で
お
早
め
に
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、

　

お
電
話
に
て
お
申
し
込
み
を
お
願
い
致
し
ま
す
。

節　税 税務調査 役員報酬 退職金 事業承継自社株 贈与・相続

セカンドオピニオンサービスですので現在の顧問税理士をかえる必要はありません。

短期的
対策

中期的
対策

長期的
対策

オーダーメイドプランとは？

専門家集団だからこその対策

　お客様によって、会社や個人、ご家族の状況は様々です。
画一的なプランニングはいたしません。
　複数の各税務分野の専門家がチームを編成し、お客様に
とって最適なプランを構築いたします。

　各税務の専門家が徹底したヒアリングと現場調査を行い、お客様の会社・個人の現状を分析したうえで将来の税務リスクを顕在化いたします。
下記表は主にあげられる対策項目と施策期間の参考です。

　異なる税務の専門家をそろえたチームだからこそ、様 な々
税務のリスク回避をトータル的に判断することが可能になり
ます。

プラス
個人の
節税対策

ご家族の
節税対策

会社の
節税対策


